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相続の生前対策業務はマーケットが大きい
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６５歳以上の人口は3,461万人。年々相続対策の対象者である
高齢者マーケットが拡大している状況。



相続の生前対策業務はマーケットが大きい
ゆえに関連する事業者も多い
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・税理士
相続税の節税対策コンサルティング

・司法書士、弁護士
遺言作成、信託業務等の法務面でのサポート

・銀行
遺言信託業務、事業承継コンサルティング

・生命保険会社
相続対策を軸に保険商品の販売

・不動産会社
相続対策（節税、遺産分割）としての不動産活用

・証券会社
企業オーナー向けの事業承継コンサルティング業務

・その他終活ビジネス事業者
老人ホーム、高齢者施設、エンディングビジネス等



税理士の強みはなんといっても
節税対策だが・・・
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＜リスク＞

節税対策に固執しすぎると、税制改正による
対策の封じ込め等の将来的なリスクが生じる

↓

結果的に顧客からの信頼を失ってしまう



税理士の強みはなんといっても
節税対策だが・・・
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＜リスク＞

節税対策に固執しすぎると、遺産分割対策や
納税資金対策が甘くなってしまい将来相続が
発生した際に責任を問われる可能性がある

↓

結果的に顧客からの信頼を失ってしまう



では税理士は相続の生前対策業務と
どう向き合えばいいのか？
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税理士の強みは・・・

具体的な数字を取り扱うことによる顧客との
信頼関係の構築

↓

税理士が顧客の相続の相談窓口の役割を担う



餅は餅屋にお願いする
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税理士が顧客の相続の相談窓口の役割を担う

→得意な領域は自分で対応し、不得手な部分は外部
に協力をお願いする。

相続対策は様々な動きが連動しているため、バラバ
ラにお願いするよりも、どこか１か所でまとめても
らった方が情報共有等もでき、より効果的な対策を
進めていける側面がある

↓

ビジネス上は紹介することによる手数料収入を意識
できる



チェスターの戦略
グループ内でのワンストップ体制
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生前対策業務の集客方法
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生前対策業務の集客方法としては、
次の３つがメイン

①金融機関等からの紹介

②セミナーからの誘導

③インターネット上でのお問い合わせ獲得



生前対策業務の集客方法
セミナーからの誘導
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＜具体的方法＞
相続対策セミナーを実施する
（自社集客ではなく、協賛形式で）

↓

後日の個別相談会のアンケートをとる
↓

個別相談からの契約につなげる



生前対策業務の集客方法
インターネットからの問い合わせ獲得
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インターネットからの相続対策の集客は、

・リスティング広告
・記事作成による自然流入（コンテンツマーケティング）

が主流だが、報酬設定の方法次第で問い合わせ数は大きく
変わるのが難しくもあり、面白いところでもある

＜価格設定の考え方＞
・初回面談の相談料は「有料」or「無料」？
・対策レポートの報酬に節税額の●％の考え方を入れるか？



相続の生前対策業務の提供サービスは
２つの切り口から
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節税対策よりも大切な遺産分割対策
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１．遺産分割対策

２．納税資金対策

３．節税対策

この他にも財産のポートフォリオの最適化や収益性の確
認等、相続以外のコンサルティングも生じてくる



相続の生前対策業務の報酬テーブルは
紆余曲折を経て現状の体系に（試行錯誤中）

13



対策の「提案」と「実行」を別軸で考える
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顧客の千差万別のニーズを知ることが重要①
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顧客の千差万別のニーズを知ることが重要②
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集めて頂く資料は必要最低限に留める①
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集めて頂く資料は必要最低限に留める②
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相続税試算及び相続財産評価

問題点と納税資金

各種対策案と節税効果

まとめ
4

3

2

1

生前対策レポートの内容
目次～INDEX～

（ご留意事項）
・本レポートは、お客様の相続の生前対策案についてレポート化したものです。対策案によっては、お客様が選択する可能性が低いものも含まれておりますが、
多面的な視点で「お客様に選んで頂く」ことを前提にしているため、考えられる選択肢をご提案させて頂いておりますことをご了承ください。
・本レポートは平成●●年●月時点で判明している税制や法律を前提にしているため、定期的に対策や財産評価の見直しをされることをお勧めしております。
・土地の現地調査や実測等を行っていないため、実際の土地評価額とは異なります。
・本レポートは相続税対策のための試算であり、実際の相続税額とは異なることをご了承ください。
・本レポートに含まれる情報は，いかなる目的で使用される場合におきましても，お客様の判断と責任において使用されるべきものであり，本レポート及び本レ
ポートに含まれる情報の使用による結果について，税理士法人チェスターは何ら責任を負いません。



納税資金対策の内容

項目 説明

１．延納
相続税は、金銭一括納付が原則ですが、金銭納付を困難とする事由がある場合には、納税
者の申請により、税務署への分割納付が可能となります。なお、延納をする場合には、利
子税の納付が別途必要となります。

２．金融機関からの借入金
金融機関から納税資金を借り入れて納付します。金融機関によっては、借入利率が利子税
の利率よりも低いこともありますので、有利不利を考慮した上での対応が必要です。

３．保有不動産の売却
不動産を売却し、その売却対価を納税資金に充てます。ただし、売却時に譲渡所得税住民
税がかかりますので、いつのタイミングで売却した方が有利なのかを検討する必要があり
ます。

４．物納

物納とは、現金ではなく相続した財産（不動産等）で相続税を納める方法をいいます。物
納は適用要件も厳しく、全ての方が利用できる制度ではありません。
なお、上記3と異なり、譲渡所得税はかかりません。ただし、物納による納付金額は相続

税評価額とされているため、不動産の時価が相続税評価額よりも大幅に高い時は売却した
方が有利となる可能性があります。

５．その他
上記以外にも、賃料収入等の貯蓄による資金工面のご計画や可能性等がありましたら、併
せて納税資金計画の参考にさせて頂きます。

※弊社にてお手伝いできること
上記の方法から、お客様と相談の上で最適な方法を選択し、納税資金確保のプランニング
のお手伝いをさせて頂きます。

※POINT

納税資金の準備には、不動産の売却や金融機関との事前交渉、収入の貯蓄
等、時間がかかるケースが多いため、早い段階から計画的に将来の相続税
の納税資金準備対策を進める必要があります。



生前対策レポートの目次（一例）
意外にメニューは限られている
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目次 実行フィーの観点

・相続税の納税資金について ×

・小規模宅地等の特例について ×

・養子縁組を利用した対策 ×

・生前贈与（暦年贈与110万円）を利用した対策
△（110万円超の場合には贈与税
申告可能性あり）

・生前贈与と生命保険を組み合わせた対策 〇保険の手数料収入

・生前贈与（住宅取得資金贈与特例）を利用した対策 △（贈与税申告可能性あり）

・生前贈与（孫への教育資金贈与）を利用した対策 △（贈与税申告可能性あり）

・生命保険の非課税枠を活用した対策 〇保険の手数料収入

・賃貸アパート建築による対策 〇不動産会社からの紹介手数料

・不動産の有効活用・組替え等の対策 〇不動産会社からの紹介手数料

・ワンルーム（タワー）マンションを活用した対策 〇不動産会社からの紹介手数料

・遺言書の作成と遺留分対策 △法律事務所があれば・・・



相続税の節税対策の基礎はシンプル
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財産総額が１億円未満であれば
複雑な生前対策は不要なケースがほとんど
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＜ケーススタディ＞
財産総額１億円（自宅土地３０００万円、預貯金７０００万円）
推定被相続人候補：父（７０歳）
推定相続人候補：長男（４５歳）、次男（４０歳）

⇒このような内容で相続税の生前対策相談があった場合にどのよう
に対応するか？



相続の生前対策業務のスタートはまずは
財産評価、相続税試算から
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＜ケーススタディ＞
財産総額１億円（自宅土地３０００万円、預貯金７０００万円）
推定被相続人候補：父（７０歳）
推定相続人候補：長男（４５歳）、次男（４０歳）
子二人は別居、持ち家あり

■相続税予想額：７７０万円

⇒この７７０万円と相続税の納税予測額を見て、税理士としてでは
なく、顧客目線で何を感じるかが重要。

⇒小規模宅地等の特例だけで解決するケースも多い



財産総額１億円以内なら、生命保険と生前贈与だけで
相続税を０円にできる
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■対策案はシンプルに生命保険と生前贈与の組み合わせで実施

＜対策①＞
生命保険の非課税枠利用
５００万円×２人＝1,000万円の評価引き下げ

＜対策②＞
生前贈与プランの実行⇒長男と次男にそれぞれ孫が２人ずつ
１１０万円×６人（実子２人、孫４人）×５年＝3,300万円を無税で移転

■対策の効果
１億円-1,000万円（生保非課税枠）-3,300万円（贈与分）＝5,700万円

5,700万円-4,200万円（相続税の基礎控除）＝1,500万円

対策実施の結果、基礎控除を超える分は1,500万円となり、今後の生活費用
や葬儀費用等を考慮すると、相続税はほぼかからなくなる。



遺産総額が３億円を超えてくると、不動産を絡めないと大き
な節税対策の実施が難しくなってくる
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＜ケーススタディ＞
財産総額5億円（自宅土地80,000,000円、賃貸アパート70,000,000円、
駐車場50,000,000円、金融資産300,000,000円）
推定被相続人候補：父（７０歳）
推定相続人候補：長男（４５歳）、次男（４０歳）

■相続税納税予測額：150,000,000円

個人の相続税対策の肝は「不動産」
⇒節税額が大きいから

①小規模宅地等の特例の最大利用
②賃貸マンションや賃貸アパートの建築
③ワンルームマンション投資
④資産の組替え 等々



配偶者がいる場合には必ず1次・2次相続税額の
シミュレーションを実施する。分け方次第で納税額で億の差が・・・
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グラフを活用して視覚的にも分かりやすくする。
無理に最下点を勧めるのではなく、最終的には相続人心情に
も配慮して分割案の相談をする
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遺産総額が多いお客様へは
110万円以上の贈与プランを提案

毎年５００万円を６人（子2人、
孫4人）に贈与すると・・・

500万円×6人×5年＝1億5千万円

贈与税額
485,000円×6人×5年＝約1,500万円

相続税との比較
約6,000万円の節税

↓
生前贈与だけでも十分な節税効果
がある対策を組める



≪ケースで学ぼう≫ 孫に贈与したつもりの預金が相続財産に

【概要】

POINT1
子や孫に内緒で贈与をしてはいけませ
ん⇒贈与契約書の作成

POINT2
子や孫が好きな時に使える状態でない
といけません⇒実際の利用実績

税務署に指摘されない生前贈与の方法



◆よくあるご質問◆

①夫の収入から長年コツコツ貯めた妻のへそくりは、夫が亡く
なった時に相続対象となりますか？

②10年前に親から1000万円の贈与を受けましたが、当時贈与税

の申告をしていませんでした。後から税務署に何か言われる可
能性はありますでしょうか？

③子供名義の口座に、小さい頃から貯金を続けています。これ
は親が死亡した際には相続税の対象から除外されるか心配です。

④毎年、孫や子に110万円を贈与しようと予定しているのですが、

まだ若いので無駄遣いせずに将来に備えて使ってほしいと思っ
ています。何かいい方法はないでしょうか？

生前贈与でよくあるＱ＆Ａ



◇贈与したお金で生命保険に加入◇

＜特徴＞
①贈与したお金を子や孫が無駄遣いせずに、将来のために使用できる。

②親に万が一のことがあった際の納税資金対策にもなる。

③受取保険料が相続税ではなく、所得税の課税対象となり節税になるケースがある。

お孫さんのためにも。

契約者：孫

被保険者：子

受取人：孫

税金：孫の所得税(25%）

生前贈与と生命保険を組み合わせた対策



平成29年改正
海外居住移転スキームが厳しくなる

Copyright © 2018  税理士法人チェスター
All Rights Reserved
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【A・Bに該当した場合】
日本と海外にある全ての故人名義
の財産が日本の相続税の対象とな
ります。

【Cに該当した場合】
日本国内にある財産のみ日本の相
続税の対象となり、海外の財産は
日本の相続税ではなく現地の相続
税の対象となります。

平成29年改正内容
左図で5年となっている部分が10年

になります。つまり財産を渡す人
と受け取る人の両方が海外に10年

以上居住していなければ、全世界
課税となります。



節税対策よりも大切な遺産分割対策の
提案を忘れずに必ず行う
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遺産分割対策の王道は「遺言作成」に尽きるが、
ケースによっては「信託」を活用することで奥行
きのある遺産分割対策が可能となる

⇒司法書士や弁護士との連携も重要に

⇒くれぐれも節税対策主導の対策提案にならない
ように、遺産分割対策の土台をしっかり固めなが
らのコンサルティングが重要



企業オーナー向け事業承継の節税対策メニューは
個人の相続対策よりも難易度が倍増

・引下げ対象期間の株主配当をなくす

・計画性のある退職金支給

・損金性の高い生命保険への加入

・複数事業を行っている場合に、高収益部門を営業譲渡する

・不良債権や含み損のある土地等の資産の売却

・オペレーティングリースにより、一時的に利益を圧縮する

・合併、会社分割等の組織再編により戦略的に株価を引き下げる

・持ち株会社方式を活用した対策

・一般社団法人を活用した事業承継対策⇒2018税制改正により×

35



上手く活用したい事業承継税制の特例
（平成30年度税制改正）

36

特例適用ができれば不必要な相続税対策が不要になる



≪ケース≫ 事業承継対策で節税対策よりも重要なこと

【概要】

神奈川に住む鈴木さん（65歳）は、妻と長男と長女の家族がいます。財産の7割は経営する中
小企業の自社株式、残り3割が預貯金です。長女は独身で、東京で暮らしていました。長男は
父の事業の後継者として、鈴木さんの元で取締役として活躍しています。兄妹間での仲は悪く
ないと鈴木さんは考えていました。
まだまだ自分は元気だし、もう少ししたら子供が揉めないように遺言を書こうと思っていた矢先

、鈴木さんは心筋梗塞で亡くなってしまいました。すると、経営に関与していない長女は3割の
預貯金の相続を主張し、多額の自社株式を相続した長男は納税資金に苦しむことになりまし
た。

Point 1 自社株式を相続する人の納税資金確保を忘れずに

自社株式の遺留分対策をしっかり行う。Point 2

【確認事項】
□自筆証書遺言か公正証書遺言どちらで作成するか？
□遺留分に配慮しているか？
□相続税の試算を行った上で遺言を作成しているか？
□遺言が難しければ「生命保険」という選択肢も 37



【鈴木さんのケース解決策】

印刷業を営むB社長（65歳）には、子供が2人（長男、長女）います。長男は後継者としてB社で専務
として働いています。長女はすでに嫁いでおり専業主婦をしています。
B社長の主な財産はB社株式と自宅不動産くらいで、B社株式については、後継者である長男に承継
させる予定であるため、子供二人で公平に遺産を分けるのは難しい状況です。

Point 1 後継者以外の相続人の同意が得られるのであれば、
「除外合意」で自社株式を遺留分算定から除外しておく

相続人全員が公平感のある遺産相続を望むのであれば
「固定合意」で生前に自社株式の遺留分を決めておく

Point 2

38

後継者への自社株移転対策で民法特例を活用する
（除外合意・固定合意）

Copyright © 2018  税理士法人チェスター
All Rights Reserved



最終的には、いかに相続の生前対策の重要性を推定被相続人
及び相続人に理解してもらえるかが重要

39

本ＤＶＤでは相続の生前対策業務の進め方やビジネスのポイントに
ついて解説をしてきました。相続の生前対策業務は相続税申告業務
とは異なり期限の決まりがあるものではないため、いかに推定被相
続人及び相続人に、生前の早い段階から対策を進めることが重要で
あるのかを理解してもらう必要があります。

そのためにはセミナーは有効な手段ですし、個別にご相談にお越し
頂いた方にも丁寧に説明する必要があります。

あくまでも対策が重要なのではなく、どのような相続をしたいのか
というゴールをイメージして、そこから逆算して提案を進めていく
とよいでしょう。
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